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は じ め に

警察施設は、建物と交通安全施設（インフラ）に大別され、

さらに建物は、施設規模や財産目的で細分すると、本部庁舎及び

、 、 。 、警察署 交番及び駐在所 待機宿舎の３つに区分される したがって

本計画は、区分ごとの整備計画とし、建物の３編と交通安全施設を合わ

せた４編構成とする。

本計画は、平成27年11月策定の「大阪府ファシリティマネジメント

基本方針（以下「ＦＭ基本方針」という。）」に示された各施設ごとの

取組方針を定めた計画「施設類型別計画」と位置づけ、警察活動の基盤

となる警察施設を最適な状態で維持、管理及び運営するための計画とす

る。

なお、待機宿舎は 「大阪府警察待機宿舎整備基本計画（整備期間は、

平成35年度まで 」に基づき、ＦＭ基本方針に先行して、待機宿舎の）

整理統廃合を推進していることから、その一部を修正（長寿命化への取組

の追加等）し「施設類型別計画」として位置づける。

平 成 2 8 年 ９ 月

大 阪 府 警 察



（大阪府警察施設類型別計画）

本部庁舎及び警察署編
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第１ 目的等

１ 目的

本編における対象施設は、本部庁舎及び警察署であり、本計画は、これらを最

適な状態で維持、管理及び運営するための整備計画である。

本計画の取組期間は、平成28年度から平成37年度までの10年間とし、取組の進

捗状況を毎年度検証し、おおむね３年が経過した時点で必要に応じ見直す。

「本部庁舎」とは、本部本庁舎、本部別館をいい、

「本部別館」とは、

、 、 、 、 、関目別館庁舎 新北島別館庁舎 芦原別館庁舎 中崎町別館庁舎 森之宮別館庁舎

りんくうタウン別館庁舎、総合訓練センター庁舎、第一方面機動警ら隊庁舎、

航空隊庁舎、門真運転免許試験場庁舎、光明池運転免許試験場庁舎

等本部本庁舎以外の本部施設をいう。

２ 役割

本部庁舎及び警察署は治安を維持するために不可欠な施設であり、特に本部本

庁舎（大阪市中央区）はその中枢となる施設である。また、警察署は、第一線に

おける警察活動の拠点として留置施設、取調室等、警察特有の設備を有している

とともに、災害発生時には、被災者等の救出・救助活動等における拠点としての

機能も有しており、いずれの施設も、府民の安全・安心を確保するために極めて

重要な役割を担った施設である。

３ 警察署の基準

警察法施行令（昭和29年6月19日号外政令第151号）第5条

（警察署の名称等の基準）

第５条 法第53条第４項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のと

おりとする。

一 警察署の名称は （以下省略 。、 ）

二 警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署と

の連絡、交通、通信その他の事情を参しゃくして決定すること。

三 警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、

他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参しゃくして決定すること。



第２ 現状と課題

１ 現下における警察情勢

(1) 治安情勢

現下の治安情勢をみると、刑法犯認知件数は平成13年をピークに減少してい

るものの、ストーカー事案、児童虐待、配偶者からの暴力事案が増加傾向にあ

ることに加え、来日外国人犯罪の増加、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺

の被害も拡大している。また、平成27年中における人口10万人当たりの刑法犯

の犯罪率は全国ワースト１位であるほか、110番受理件数も増加傾向にあるこ

とから、犯罪情勢は依然として予断を許さない状況である。ほかにも、暴力団

抗争、サイバー犯罪、イスラム過激派等による国際テロ、南海トラフ地震によ

る被害想定等、社会情勢の変化に伴う治安上の課題も深刻化している。

(2) 人員体制

治安維持のため、大阪府警察官の定員は、平成14年度から平成25年度の12年

間で1,800人が増員され、これに合わせ警察署の体制にあっても配置定員の見

直し（増員）により体制強化を図ってきた。さらに、警察庁では、ストーカー

・DV事件や特殊詐欺事件への対策強化及び2020年東京五輪に備えるため、平成

27年度から３年間で全国警察官を3,000人増員することとしており、このうち

大阪府には、平成27年度63人、平成28年度66人が増員されている。

【参考】

大阪府は、例年「国の施策並びに予算に関する最重点提案・要望」において、警察官の

更なる増員を国に対し要望している。

(3) 来庁者の状況

警察署は、存在そのものが府民に安心感を与えることはもとより、犯罪抑止

、 、 、 、に大きく貢献しているところ 府民の利用状況をみると 刑事事件 交通事故

警察相談等の関係者以外にも、運転免許、遺失・拾得、車庫証明等の手続で利

用する府民もいる。その利用者は、年間200万人以上（平成26年中）にものぼ

り、刑事事件等の関係者も合わせると多数の府民が利用している状況にある。



２ 警察施設の現状

(1) 施設の状況

本部本庁舎は、平成19年に建設され、地上９階（一部10階 ・地下３階、延）

、 、 、 、面積は118,198㎡となっており 通信指令室 交通管制センター 燃焼実験室

ヘリポート等の警察本部特有の機能を有しているとともにコージェネレーショ

ンやエコアイスを導入することにより環境性や省エネルギー性に配意された施

設となっている。

一方、警察署は、平成28年4月1日現在、65署が設置されているが、建替中の

4署を除くと、建築後30年を経過している警察署は36署、このうち40年を経過

している警察署は17署となっている。設備環境をみると、エレベーターの設置

、 。がない警察署が40署 車いす用トイレの設置がない警察署が16署となっている

(2) 整備等の状況

ア 更新等の状況

大阪府の治安情勢や府民要望等に鑑み、平成に入ってからは、

○ 平成元年、泉北警察署（現在の南堺警察署）

○ 平成 2年、摂津警察署

○ 平成 6年、関西空港警察署

○ 平成22年、新北島別館庁舎

○ 平成24年、交野警察署

の新設を行ってきた一方で、大阪府から廃止施設の所管替えを受け警察施設

としての有効活用も図ってきたところ、近年では、

※1○ 平成17年、旧住宅管理センターを廃止し、駐車管理センター

○ 平成21年、旧大阪府職員運動広場を廃止し、舞洲警察活動センター

○ 平成23年、旧大阪府福祉人権推進センターを廃止し、芦原別館

○ 平成27年、旧大阪府森之宮庁舎を廃止し、森之宮別館

としてそれぞれ運用を開始し 「安全なまち大阪」を確立するために取り組、

んできた。

現在においては、豊中、天満及び平野の3署の建替工事を実施しており、

東住吉警察署の建替えにも取り組むこととしている。また、平成26年度から

淀川警察署の敷地内に第二方面機動警ら隊庁舎 の新設、平成27年度から南※2

警察署別館 の新設にも着手している。※3

※1 駐車管理センターは、現在大阪府咲洲庁舎に移転、旧駐車管理センターは売却して

いる。

※2 第二方面機動警ら隊は、淀川警察署の本館の一部に併設されている。淀川警察署は

本館と別館で構成されているが、別館は耐震性能不足により平成28年度に撤去するこ

ととしている。このため、別館に替わる施設として第二方面機動警ら隊の庁舎を新た



に建設し、完成後は、第二方面機動警ら隊が使用している本館執務室に淀川警察署別

館の機能を移設するものである。

※3 南警察署は、警察官の増員等により、狭隘化が著しい状態となっていることから、

その施設環境を改善（緩和）するために、南警察署の近隣に別館を建設するものであ

る。

イ 耐震化への取組状況

平成18年度から「府有建築物耐震化実施方針（平成19年３月12日 」に基）

づき、現行の耐震基準と同等の耐震性能を有しない本部庁舎や警察署（構造

耐震指標Is値が0.6未満の建築物）について、建替え、耐震改修、移転、撤

去のいずれかの手法により優先的・計画的に耐震化を実施してきたところ、

建替え（平野警察署）以外の手法による耐震化については、平成27年度をも

って完了している。

ウ コスト縮減への取組状況

平成17年度から門真運転免許試験場においてESCO事業を実施しているが、

平成27年２月策定の「新・大阪府ESCOアクションプラン」に基づき、平成28

年度から警察署でESCOサービスを開始している。

照明のLED化更新及び空調機の熱源更新等の整備により、省エネルギー化

及び地球温暖化防止対策を図るとともに、光熱水費の削減によるコスト縮減

にも取り組み、ESCO事業を効果的に推進する。

○ 平成28年度開始

東、南、大正、西成、東淀川、羽曳野、寝屋川及び堺の8警察署

○ 平成29年度開始予定

東成、阿倍野、箕面、富田林及び黒山の5警察署

ESCO（Energy Service Companyの略）事業とは、既存庁舎等を民間の資金とノウハウ

で省エネルギー化の改修を行い、省エネルギー化による光熱水費の削減分で改修工事に

係る経費等を償還し、残余を大阪府とESCO事業者の利益とする事業

エ 維持管理の状況

維持管理は、外壁の損壊や設備機器の故障等の不具合が発生してから補修

対応を実施する、いわゆる事後保全に頼っているものとなっており、今後、

施設の著しい機能低下につながる可能性がある。すでに一部の施設では、空

調機等の設備機器が故障しても部品の製造が終了している等により、補修対

応ができず更新せざるを得ない状況が発生している。

また、保全に投資する当面の経費が十分でないため、施設のライフサイク

ルコストとしては結果的に多額の費用を投じる可能性も想定される。



３ 課題

(1) 警察署における老朽化・狭隘化等

警察署は、24時間・365日休みなく稼働し、多数の府民が利用する施設であ

るにもかかわらず、多くの警察署で老朽や狭隘等の課題を抱えており、最適な

施設環境とは言い難い状況である。このため、安全性や利便性を高めるよう計

画的に改善していく必要がある。

ア 老朽化

警察署は、老朽化が進んでおり、特に経過年数の長い警察署にあっては、

その傾向が顕著である。建築基準法上の法定点検の結果、老朽化の主な状況

として、

○ 外壁：ひび割れ、浮き、剥離等

○ 屋上：漏水、ひび割れ、シール劣化等

○ 鉄部等：腐食、発錆、塗装劣化等

。 、 、が見られる また 外壁の崩落や屋上からの漏水等が度々発生しているほか

空調機や電気設備の障害も頻繁に発生している。

イ 狭隘化

建築当時に比べ警察事象が増加してきたことから、警察官の増員や装備資

機材の増強等により、警察力の充実・強化を図っていることに加えて、捜査

書類等の保管物件も増加していることから、これらの影響を受け、警察署の

狭隘化が著しく進行している。

狭隘の度合いをみると、現有の延面積と必要とする延面積 を比較した※4

、 。 、場合 現有面積が必要面積にも満たない警察署が多数ある状況である 特に

古い警察署ほどその傾向は強く、極めて深刻な問題である。

狭隘による支障は多方面にわたり生じているが、一例を述べると、次のと

おりである。

（ （ ）○ 捜査本部 犯罪捜査規範 昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号

第22条）設置の必要が生じた場合、活用できる執務室等がなく、本来

、 、 、 。の使用目的から逸脱するが 柔道場 食堂 当直室等を充当している

○ 警察官の増員に伴い、執務室が狭隘となっているのはもとより、更衣

室の狭隘化も著しく、更衣室内にロッカー等が収まらないことから、通

路等の公共スペースを侵食せざるを得ない状況である。一方、プライバ

シーの保護に努めなければならない事件関係者についても、個室等のス

ペースも不足していることから、プライバシーに配慮しつつ、執務室の

一角や公共スペース等で対応している状況である。

○ 犯罪や大規模災害等に対応するための装備資機材が増加しているが、

倉庫の保管スペースが不足し、容量を超過していることから、機械室等

を利用している。



○ 捜査書類等を保管するスペースも不足していることから、機械室等を

代用している。また、平成26年度に証拠品係を設置の際、既存の執務室

の間仕切りや倉庫等の改修等により、新たに執務室等を確保したが、狭

隘に拍車をかけた状態になっている。

※4 警察庁通達に基づく施設補助金新営基準（各警察署の定員を基に算出）に大阪府

として必要な府民応接室や会議室等を加えた面積を「必要とする延面積」としてい

るが、各警察署ごとの特殊事情を考慮せず均一に積み上げた最小規模の面積である。

ウ 警察署におけるバリアフリー化の未整備等

障がい者や高齢者等が円滑に移動するためには、

○ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年

6月21日号外法律第91号）第14条第５項

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等）

第14条

５ 建築主等（第１項から第３項までの規定が適用される者を除く ）は、その建。

築をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の

条例で定める特定建築物を含む。以下同じ ）を建築物移動等円滑化基準（同項の。

条例で付加した事項を含む。第17条第３項第一号を除き、以下同じ ）に適合させ。

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年6月26日

号外法律第65号）第５条

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）

第５条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合

理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関

係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

により、エレベーターや車いす用トイレの設置等、環境の整備に努めなけ

ればならないところであるが、バリアフリーに未対応の警察署がある。

(2) 維持管理

事後保全型の維持管理は、空調機や電気設備等の故障が発生しても、復旧に

長期間（場合によっては複数年）要することとなり、また庁舎外壁の崩落や屋

上からの漏水等は、事故につながる危険性もある。

このため、施設の老朽化に備え、府民等が安全に利用できるように、施設の

点検体制の充実を図り、施設の不具合が発生する前に予防的に施設の改修や機



器の更新等を行う仕組みを構築する必要がある。併せて、施設の長寿命化を図

り、維持経費の軽減・平準化、トータルコストの縮減を目指す必要がある。

特に、本部本庁舎については、第一期棟の完成から14年が経過し、中央監視

、 、 、設備 非常用発電機 パッケージ型空調機等が設備更新等の時期を迎えており

各種機器等の更新に多額の費用が見込まれることから、維持経費の平準化等を

踏まえた計画的な設備更新を進める必要がある。



第３ 取組方針

１ 長寿命化等に向けた取組方針

◇ 施設の更新時期については、建築後70年以上を目標とする。

◇ 長寿命化にあたっては、これまでの事後保全型の維持管理体制から予

防保全型の維持管理体制への転換を図る。

(1) 長寿命化の検討

更新時期については 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 （鉄筋コ、 」

ンクリート造の事務所の耐用年数50年）を踏まえ、建築後おおむね50年で検討

しているものを、建築後70年以上を目標とする。

(2) 更新等の検討

前述（第2の3(1)）のとおり、警察署では老朽、狭隘等が喫緊の課題となっ

ている。

したがって、

■ 点検・劣化度調査等を実施する中で、主要構造部のコンクリートの

強度や中性化の進行を確認した結果において、劣化が著しい場合

■ 物理的な狭隘の度合が著しく高い場合

、 、 、 、等 通常の維持・修繕を加えても 課題の解消 安全性や府民サービスの確保

多様化する警察ニーズへの対応ができない場合は、改修、増築、他施設の転用

等で対応し、代替策がない場合は、建築後70年に満たない場合でも更新を検討

する。

(3) 維持管理体制の転換及び計画的な改修

建築基準法上の法定点検の活用に加え、法定点検では把握できない設備等の

劣化状況について 「ＦＭ基本方針」に示された劣化度調査及び施設管理者に、

よる日常点検を実施し 「中長期保全計画」及び「修繕実施計画」を策定し、、

「事後保全型」から「予防保全型」への維持管理体制の転換を図る。

計画的な改修として、建築後おおむね25年、50年を目処に、施設需要を踏ま

えた大規模改修の実施を検討する。また、ESCO事業による設備改修についても

継続して検討を行い、コスト縮減に努める。



２ 総量最適化・有効活用に向けた取組方針

◇ 施設の新設は、原則行わない （新たなニーズに対応する場合は、既。

存施設の有効活用、転用を検討し、これらができない場合は、新設、増

設を検討する ）。

◇ 本格的な人口減少社会の到来に備え、治安情勢や人口動態の変化によ

る個々の施設の需要見込みを踏まえ、次世代に継承可能な施設保有量を

実現する。

◇ 人口動態や社会環境の変化等による新たな行政ニーズを的確に捉え、

既存施設の有効活用による多機能化、転用等を進め、より少ない投資で

柔軟に対応する。

(1) 総量最適化・有効活用への取組

前述（第2の2(2)）のとおり、大阪府警察にあっては、治安情勢等に鑑み総

量最適化や有効活用を図ってきた。

今後も、狭隘解消等の環境改善のほか、警察事象の変化等新たなニーズに対

応する必要が生じた場合は、既存施設の有効活用、転用を検討し、これらがで

きない場合は、新設、増設について検討するとともに、将来的な治安情勢や人

口動態の変化を踏まえた施設の減築、集約等も検討することで、総量最適化・

有効活用に取り組んでいく。

(2) 警察署の在り方の検討

今後、人口減少や人口構成が変化すると予想されているが、一方では外国人

（ 、 ） 、観光客が増加 平成27年推計値は 716万人で前年のほぼ倍増と公表 する等

社会情勢は変化している。

大阪府警察では、社会情勢、治安情勢に的確に対応していくため、通年にお

いて業務の合理化・効率化を図り、限られた人員で最大限の効果を発揮させる

ため、例年、組織及び配置定員の見直しを行っている。

特に警察署においては、地域性、特殊性を分析の上、変遷する治安情勢に敏

感に対応するため、より効率的かつ効果的な業務運営に努めているところであ

、 、 、 、り 今後においても 管轄区域の見直し 事案に応じた人員の再配置をはじめ

府下全域の治安情勢や人口動態を見据えた各警察署の在り方について是正・検

討していくこととしている。



（大阪府警察施設類型別計画）

交番及び駐在所編
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第１ 目的等

１ 目的

、 （ 「 」 。） 、本編における対象施設は 交番及び駐在所 以下 交番等 という であり

、 、 。本計画は これらを最適な状態で維持 管理及び運営するための整備計画である

本計画の取組期間は、平成28年度から平成37年度までの10年間とし、取組の

進捗状況を毎年度検証し、おおむね３年が経過した時点で必要に応じ見直す。

２ 役割

交番等では、パトロールや巡回連絡等の様々な活動を通じて、地域住民の意見・

要望に応えるべく、管轄する地域の実態を把握し、その実態に即した活動を行って

いる。また、昼夜を分かたず常に警戒体制を保ち、様々な警察事象に即応する

活動を行うことにより、地域住民の安全と安心のよりどころとなり、府民の身近な

不安を解消する機能を果たしており、地域の治安を維持するために不可欠な施設

である。

３ 交番等の設置基準

「地域警察運営規則（昭和44年６月19日国家公安委員会規則第５号）」第15条に、

交番等設置の基準が規定されている。

大阪府警察においては、この基準を基に、地域環境や治安情勢、犯罪や交通事故

の発生状況、人口、世帯数のほか、地域の面積、隣接する交番等との距離等を

、 、総合的に検討し 地域の安全を確保する上で必要であると判断される所について

交番等を設置している。

地域警察運営規則（昭和44年６月19日国家公安委員会規則第５号）

第二章 交番及び駐在所

（設置）

第15条 交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件

又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて

定める所管区ごとに置くものとする。

２ 交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の

地域に設けるものとする。



第２ 現状と課題

１ 交番等の現状

(1) 施設の状況

、 、 （ 、 、交番等は 平成28年4月1日現在 649か所 交番603か所 駐在所46か所※１

交番には署所在地交番（本署に組み込まれている交番）１か所、警備派出所

２か所を含む。）が設置されているが、建築後30年を経過している交番等は

350か所、このうち40年を経過している交番等は244か所となっている。

交番等については構造体が鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、

、鉄骨造、軽量鉄骨造、木造と様々であり、耐用年数 は構造体により異なるが※２

耐用年数を経過した交番等は95か所（うち４か所についてはリフォームによる

長寿命化実施済み）となっている。

※１ 交番等は、前述（第1の3）のとおり、地域環境や治安情勢等について総合的に検討し

設置しているところであるが、現在の大阪府における交番等1か所あたりの負担を全都道府県

と比較すると、刑法犯認知件数で１位、110番（有効）受理件数で埼玉県に続く2位、

人口で埼玉県、福岡県、神奈川県、愛知県に続く５位と上位に位置している。

※２ 耐用年数は、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を基準とする。

鉄筋コンクリート造～50年、コンクリートブロック造～41年、鉄骨造～38年、

軽量鉄骨造～30年、木造～24年

(2) 整備等の状況

ア 更新の状況

(ｱ) 交番等の更新の考え方

、○ 耐用年数経過交番のうち、施設の老朽化が著しい又は狭隘化が著しい等

交番の機能性が不十分なものについて、交番存続の必要性を検討の上、

更新を実施している。

○ 公共工事等により移転の要請を受けた交番にあっては、耐用年数に

かかわらず、当該事業による移転の必要性、交番存続の必要性等を検討

の上、優先的に更新を実施している。

(ｲ) 近年の更新状況

649か所の交番等を計画的に更新していくために、平成24年度には13か所

の更新を実施したが、厳しい財政状況により、平成25年度７か所、平成

26年度７か所、平成27年度６か所の更新にとどまっている （平成28年度。

は４か所更新予定）



イ コスト縮減への取組状況

次の項目について検討を続け、建築コストの削減を図っている。

(ｱ) 鉄骨造であったものを、軽量鉄骨造にすることで、鉄骨量の削減及び

基礎工事コストの削減を図っている。

(ｲ) 交番仕様を配置人員等により細分化し、更新面積を縮減している。

(ｳ) その他、ガス設備の廃止、建具の削減等を実施している。

ウ 維持管理の状況

維持管理は、外壁の損壊等の不具合が発生してから補修対応を実施する、

いわゆる事後保全に頼っているものとなっており、施設の老朽化により外壁の

剥離や落下、雨漏り、フェンスの傾き等が発生している交番等がある。

また、保全に投資する当面の経費が十分でないため、施設のライフサイクル

コストとしては結果的に多額の費用を投じる可能性も想定される。

(3) 総量最適化・有効活用への取組状況
ア 交番等適正配置の検討

社会情勢や府民ニーズの変化及び複雑、多様化する警察事象に的確に対応
するため、警察力の効率的かつ一体的な運用を目的とした交番等の統廃合や
新設を行い、昭和43年当時956か所あった交番等が、現在は649か所となって
いる。

イ 交番仕様の細分化による延面積の削減
前述（(2)ｲ(ｲ)）のとおり、配置人員等により仕様を細分化し、小規模

交番におけるシャワー施設の廃止等、延面積の削減を図っている。
ウ 駅ビル等民間施設への組込み

周辺の開発に伴い、交番の視認性、機能性等を確保した上で、駅ビル等
民間施設への組込みを実施している。

２ 課題

(1) 交番等における老朽化等

交番等は、24時間・365日休みなく稼働している施設であるが、多くの交番等で

老朽や狭隘等の課題を抱えており、最適な施設環境とは言い難い状況である。

このため、安全性や利便性を高めるため計画的に改善していく必要がある。

ア 老朽化

交番等は、老朽化が進んでおり、特に経過年数の長い交番等にあっては、

その傾向が顕著である。施設規模が小さいため、建築基準法上の法定点検の

対象外となっているが、勤務員等による目視点検の結果、老朽化の主な状況

として、

○ 外壁のひび割れ、浮き、剥離等

○ 建具等の腐食、発錆、塗装劣化等

。 、 。が見られる また 外壁の崩落 や屋上からの漏水等が度々発生している※３

※３ 幸いにも人的被害の発生は無いものの、経年劣化のため壁面モルタル約４㎡（重量

約200㎏）の崩落、壁面設置の掲示板の落下等、府民に重大な危害を及ぼすおそれの

ある損壊が発生している。



イ 狭隘化

多様化する警察事象に的確に対応するため配置人員の増加や装備資機材の

増強等により、狭隘化が著しい交番 がある。※４

※４ 大阪府警察において、更新時最小基準としている広さに満たない交番が93か所ある。

ウ 交番等におけるバリアフリー化の未整備等

「大阪府福祉のまちづくり条例（平成４年10月28日大阪府条例第36号）」の

施行以前に更新・新設された、来庁者利用部分のバリアフリー化 が※５

なされていない交番等が465か所となっている。

このため、施設環境の整備に努めなければならないところ、狭隘な交番

にあっては、改修等によるバリアフリー化が困難な状況にある。

※５ 段差の解消、車いす回転スペースの確保、インターホンの設置等をいう。

(2) 維持管理

事後保全型の維持管理は、交番等の外壁や屋上等からの雨漏りが発生してか

らの対応となり、漏水を原因とした外壁の浮き等の蓄積により、外壁の崩落等

府民に危害を及ぼす事故につながる危険性もある。

このため、施設の老朽化に備え、府民等が安全に利用できるように、施設の

点検体制の充実を図り、施設の不具合が発生する前に予防的に施設の改修を行う

仕組みを構築する必要がある。維持経費の軽減・平準化、トータルコストの

縮減を目指すために、予防的な維持管理体制の構築が必要である。

(3) 計画的な更新の必要性

交番等については、施設規模が小さいながらも649か所という多数の施設が

あることから、更新整備コストの平準化を図るためにも、計画的に更新を進める

必要がある。

特に、昭和56年の建築基準法改正以前の旧耐震基準施設や、木造、コンクリート

ブロック造等元々の耐用年数が短い構造体で、耐用年数を経過した施設につい

、 、ては 近い将来に発生が危惧される南海トラフを震源とする東南海地震のほか

大規模風水害等の発生時には防災活動の要となるべき交番等が倒壊し、機能し

なくなるおそれもあることから、更新について検討する必要性が高い。



第３ 取組方針

１ 長寿命化等に向けた取組方針

◇ 施設の更新時期については、建築後７０年以上を目標とする。

◇ 長寿命化にあたっては、これまでの事後保全型の維持管理体制から

予防保全型の維持管理体制への転換を図る。

(1) 長寿命化の検討

更新時期については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（鉄筋

コンクリート造の事務所の耐用年数50年）を踏まえ、鉄筋コンクリート造の

施設について、建築後おおむね50年で検討しているものを、建築後70年以上を

目標とする。

(2) 更新等の検討

前述（第2の2(1)）のとおり、交番等では老朽、狭隘等が喫緊の課題と

なっている。

したがって、

、 、■ 構造体別の耐用年数等を基準として 目視による点検を実施する中で

劣化が著しい場合

■ 物理的な狭隘の度合が著しく高い場合

、等、通常の維持・修繕を加えても、課題の解消、安全性や府民サービスの確保

多様化する警察ニーズへの対応ができない場合は、改修等で対応し、代替策が

ない場合は更新を検討する。

(3) 維持管理体制の転換及び計画的な改修

勤務員による日常点検を実施し、それに基づく「修繕実施計画」を策定し、

「事後保全型」から「予防保全型」へ維持管理体制の転換を図る。

計画的な改修として、建築後おおむね25年、50年を目処に、施設需要を

踏まえた大規模改修の実施を検討する。



２ 総量最適化・有効活用に向けた取組方針

◇ 施設の新設は、原則行わない。（新たなニーズに対応する場合は、

既存施設の有効活用、転用を検討し、これらができない場合は、新設、

増設を検討する ）。

◇ 本格的な人口減少社会の到来に備え、治安情勢や人口動態の変化による

個々の施設の需要見込みを踏まえ、次世代に継承可能な施設保有量を

実現する。

◇ 人口動態や社会環境の変化等による新たな行政ニーズを的確に捉え、

既存施設の有効活用による多機能化、転用等を進め、より少ない投資で

柔軟に対応する。

交番等は、府民のための事務を行うだけの施設ではなく、地域の治安維持を担う

、 、地域警察官の拠点として 存在そのものが府民に安心感を与えることはもとより

、安全センターとしての役割を果たしているところであるが、大阪府警察にあっては

前述(第2の1(3))のとおり、治安情勢等に鑑み交番等の総量最適化や有効活用を

図ってきた。

今後も、狭隘解消等の環境改善のほか、警察事象の変化等新たなニーズに

対する必要が生じた場合は、既存施設の有効活用、転用を検討し、これらができ

ない場合は、新設、増設についても検討するとともに、将来的な治安情勢や人口

動態の変化を踏まえた施設の減築、集約等も検討することで、総量最適化・有効

活用に取り組んでいく。



（大阪府警察施設類型別計画）

待 機 宿 舎 編



令和６年４月

大阪府警察待機宿舎整備基本計画

大 阪 府 警 察



序 計画策定の趣旨

１ 大阪府警察待機宿舎（以下「待機宿舎」という。）の整備については、平成22年

11月、民間活力の導入や既存宿舎の大規模改修等により整備費用の抑制を図るこ

とを目的として、大阪府警察待機宿舎整備基本計画（以下「計画」という ）を。

策定した。

２ 平成23年11月には、整備手法の候補を精選し、整理統廃合宿舎等の見直しを行い、

計画の一部を修正した。

３ 平成26年２月には、平成25年３月８日に「大規模警備事案発生時の非常参集要

領の制定について（例規通達 」が全部改正されたことに伴う待機宿舎部隊運用）

の変更、財政状況の変化等により、整備戸数、整備手法等の見直しを行い、計画

の一部を修正した。

４ 平成28年９月には、待機宿舎を長期にわたり安全に使用できる取組、いわゆる

長寿命化等の取組を追加した。

５ 令和６年４月には、前計画（令和５年度末満了）を引継ぎ、長寿命化と総量最

適化に取り組むため、新たな計画の策定を行うものである。

１ 待機宿舎について

(1) 位置付け

待機宿舎とは、大規模災害等の発生時において、大量の警察力を迅速に動員

し、初動措置を行うための体制を確立するために、警察職員を集団的に居住させ

る施設である。

(2) 現状

待機宿舎は、府下に世帯用宿舎５か所、1,128戸及び単身寮11か所、1,180室

を保有している。

建築後50年を経過している待機宿舎は４か所あり、経過年数の長い待機宿舎

では老朽化が顕著である。

２ 整備戸数

これまで、大規模災害等発生時に初動措置を行う要員を確保するために必要な

2,300戸（室）の整備を進めてきたが、近年の 宿舎の老朽・狭隘化や施設需要等待機

を踏まえて、整備戸数の最適化を目指す。

なお、整理統廃合等にあたっては、集団警察力確保の観点を維持しつつ、地理的

状況や交通ルート、費用対効果等を総合的に勘案して計画する。

３ 整備計画

老朽･狭隘化した待機宿舎の解消と整理統廃合を実施し、総量最適化・有効活用に

取り組んでいく。



(1) 整備期間

整備期間は、令和１７年度までとする。

(2) 整備手法

ア ストックの活用（長寿命化、総量最適化・有効活用）

既存宿舎は、予防保全の取組として点検・大規模改修を行い、建物の長寿

命化を図り建築後70年以上の継続活用を目標とする。

イ 大規模集約化の推進

老朽・狭隘化や施設需要等を踏まえて、整理統廃合・用途変更・改修等を推進

する。

ウ 再編集約による財源の確保

本計画に基づく待機宿舎の整備(撤去等）は、再編集約により 止する宿舎の廃

土地売却益とする。

(3) 計画内容

老朽化の著しい待機宿舎４か所、170室は、施設需要等を踏まえて用途廃止

とし、その他の待機宿舎については計画的な改修を行い長寿命化と総量最適化

を図っていく。

ア 改修にあたっては、建築基準法上の法定点検の活用に加え、法定点検では

把握できない設備等の劣化状況について 「ＦＭ基本方針」を基に実施した、

劣化度調査後の「中長期保全計画」及び「修繕実施計画」を活用した「予防

保全型」の維持管理を行っていくこととする。

また、計画的な改修として、建築後おおむね25年、50年を目処に、施設需

要を踏まえた大規模改修の実施を検討する。

併せて、施設の長寿命化を図り、維持経費の軽減・平準化、トータルコス

トの縮減を図る。

イ 用途廃止する待機宿舎及びその土地については、有効活用や売却処分を進

める。

（用途廃止）

中央①単身寮、西①単身寮、大正単身寮、西淀川単身寮

(4) 計画終了後の整備

都市計画、建築関連等の法改正、あるいは警察事情等の変化を勘案し、弾力的

に整理統廃合を検討し、整備を行うこととする。

(5) 計画の検証・見直し

計画に基づき、待機宿舎整備を着実に推進するため、整理統廃合等の状況を検

証し、必要に応じて見直しを図ることとする。

以 上



改正経緯

平成22年11月 策 定

平成23年11月 一部修正

平成26年２月 一部修正

平成28年９月 一部修正

令和６年４月 一部修正



（大阪府警察施設類型別計画）

交 通 安 全 施 設 編



目 次

第１ 目的等

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 目的 １

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 役割 １

第２ 現状と課題

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 交通安全施設の現状 ２

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 課題 ４

第３ 取組方針

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 長寿命化に向けた取組方針 ５

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(1) 長寿命化の検討 ５

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2) 更新基準 ５

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 総量最適化に向けた取組方針 ８

第４ その他の取組

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 長期的視点に立った維持経費の運用方針 １０

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 人材の育成と体制の確保 １０

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 情報の収集、即時の体制 １０



第１ 目的等

１ 目的

本編における対象施設は、交通安全施設であり、本計画は、これらを最適な状

態で維持、管理及び運営するための整備計画である。

本計画の取組期間は、平成28年度から平成37年度までの10年間とし、取組の進

捗状況を毎年度検証し、おおむね３年が経過した時点で必要に応じ見直す。

「交通安全施設」とは、交通の安全と円滑及び交通公害の防止を図るために、道路利用者

のすべてを対象として設置される施設をいう。

これらの施設は都道府県公安委員会が設置する交通信号機、道路標識、道路標示及び交

通管制センターと、道路管理者の設置する横断歩道橋（地下横断歩道 、歩道、自転車道、）

柵(防護柵)、街灯(道路照明)、視線誘導標、道路反射鏡、区画線等がある。

本編で対象としているのは、交通安全施設の中でも、都道府県（大阪府）公安委員会が

設置する施設である。

２ 役割

交通規制は、交通ルールの設定によって道路交通の安全と円滑を図り、交通事

故を防止する重要な手段であり、交通安全施設は、その交通ルールを外部に表現

する唯一の法的手段である。

交通安全施設は、安全、安心な道路交通環境実現のためには欠かせない施設で

あり、例年地域住民等からも多くの設置要望が寄せられている。



第２ 現状と課題

１ 交通安全施設の現状

交通安全施設は、高度経済成長期に大量かつ集中的に整備された道路上に、そ

、 、の整備に併せて大量に設置されてきたものであり その老朽化が進んでいるなか

使用年数を超過した交通安全施設を継続して使用している状況である。

また、施設の種別によって使用年数が異なり、設置場所等の諸条件により老朽

化の度合いも様々であることから、管理方法が複雑になっている。

以下の表は主な交通安全施設の数量を一覧にしたものである。

交通安全施設主要物件数量一覧

（平成27年度末時点）
分類

交
通
信
号
機

道
路
標
識

道
路
標
示

管
制
端
末

交通情報板

交通監視用カメラ

図示標示

情報収集提供装置
　（光ﾋﾞｰｺﾝ）

交通信号制御機

交通信号柱

車両用信号灯器

歩行者用信号灯器

可変式道路標識
　　（灯火式を含む）

横断歩道

実線標示

車両感知器 基 8,810

201

219

244,165

4,741

　ＬＥＤ灯器　38,146灯
　電球式灯器　26,392灯

箇

基

基

台

576

197,954

50,439

本

km

本

本

固定式道路標識
　　（灯火式を含む）

数量

11,911

80,262

52,269

8,536

64,538

単位

機

本

灯

灯

種別 備考

　鋼管柱　 47,358本
　ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　4,911本

　ＬＥＤ灯器　46,392灯
　電球式灯器　33,870灯

　路上式　 37,134本
　路側式　161,396本



交通信号機を例に挙げ、その使用年数の比較及び使用年数を超過した施設数

を示すと、下表のとおりとなる。

設置年度別の数量を示すと、以下のグラフのとおりとなり、平成９年度以前

に設置された交通信号制御機が設置後19年を経過しており、使用年数を超過し

ている。

（平成27年度末時点）
種別

交通信号制御機

３５年

2,801

9,459交通信号鋼管柱

使用年数超過数使用年数

１９年

7,946

23.09%

12.31%

４５年交通信号ｺﾝｸﾘｰﾄ柱

歩行者用信号灯器
（電球式）

３０年

11,809 14.71%

1,134

19.97%

超過数占有率

車両用信号灯器
（電球式）

３０年

23.52%

28 15 21 17 

98 

314 

408 
459 

334 

597 

510 486 

647 

578 

676 

902 

730 

624 
580 

709 
652 

379 

292 315 296 
259 

322 
383 

280 

～S62 H１ H３ H５ H７ H９ H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27

交通信号制御機

使用年数内

老朽制御機



また、昭和56年度（コンクリート柱は昭和46年度）以前に設置された交通信

号柱が設置後35年（コンクリート柱は45年）を経過しており、使用年数を超過

している。

なお、交通信号柱に関しては設置場所の環境によって柱の根本の腐食度合い

等に差異が見られることが多く、老朽化の度合いが異なるため、使用年数を超

過しなくても更新が必要となる場合がある。

２ 課題

交通安全施設の老朽化は急速に進んでおり、使用年数を超過した施設に対して

の整備更新が追いついていない状況である。使用年数を超過することで、直ちに

交通安全施設の機能が維持できなくなることはないが、時間の経過とともに老朽

化が著しくなることで、

○ 交通信号灯器の滅灯

○ 交通信号柱・道路標識柱の倒壊

○ 道路標示の摩耗による視認性の悪化

等、安全で円滑な道路交通に支障をもたらす事態を引き起こす可能性が大きくな

る。

府民等に危険を及ぼす事故が発生してからの事後保全では遅いため、施設の老

朽化によって事故を発生させないよう点検体制の充実を図り、不具合が発生する

前に予防的に改修や更新を行う仕組みを構築する必要がある。

～S37 S42 S47 S52 S57 S62 H4 H9 H14 H19 H24

交通信号柱

コンクリート柱

老朽柱（コン柱）

鋼管柱

老朽柱(鋼管柱)



第３ 取組方針

１ 長寿命化に向けた取組方針

(1) 長寿命化の検討

交通安全施設の長寿命化を図るためには、使用する部材に特殊な塗装を施し

たり、路側式道路標識柱内に鉄芯を挿入する等、抜本的な材料や仕様等の見直

しが効果的であることから、下表の取組に続き、今後も長寿命化を推進する。

○ 平成２２年度から二重管仕様で建柱し、表面の腐食が進行しても即時に倒壊する

可能性を低減させ、加えて地際部分に防蝕塗装を施すことで、雨水や動物の尿によ

る腐食への耐性を強化した。

○ 電球式からＬＥＤ式へ高度化することにより、１年ごとの球替えが不要になるこ

とに加え、軽量化も図ることができ、交通信号灯器本体や交通信号柱への過重負担

を軽減させた。

、 、道 ○ オーバーハング式道路標識柱は 平成１５年度から溶融亜鉛メッキ仕様に変更し

腐食防止への対策を図った。路

○ 路側式道路標識柱は、前述の溶融亜鉛メッキ仕様に加え、平成２０年度から柱内標

へ鉄芯を挿入する仕様に変更し、表面の腐食が進行しても即時に倒壊する可能性を識

低減させた。

○ ガラスビーズを混入することで摩耗による減損を抑え、耐久性を向上させた。道

○ 溶融式の塗料を２mm以上に厚塗りさせる仕様にすることで、摩耗等への耐久性を路

上げ、長寿命化を図った。標

示

また、交通信号制御機、交通情報板といった電子機器関係は外見上の判断が

困難なため、計画的な維持管理・更新と並行して、長寿命化につながるような

技術があれば積極的にその採用を検討する。

(2) 更新基準

限られた財源状況から、使用年数を超過した交通安全施設を全て更新するこ

とは困難であり、使用年数と点検結果を踏まえて更新を図っていく。

交通信号機、道路標識及び道路標示、交通監視用カメラ等の交通情報を収集

交

通

信

号

機



及び提供するための装置等については、職員による定期的な目視点検等を実施

し、加えて交通信号機や可変式及び灯火式道路標識、交通監視用カメラ等の電

、 。源が伴う施設については 委託業者による専門的視点での点検を実施している

それらの点検結果を踏まえつつ、海沿い等、設置箇所による老朽化要素の軽

重も勘案しながら、更新箇所を選定する。

なお、委託業者による点検は、老朽化の度合いにより倒壊、落下の危険性が

「 」 、「 」 、一番低いものを Ａランク とし Ｅランク までの五段階で診断を行わせ

倒壊、落下の危険性が認められる「Ｅランク」の施設が見つかった場合には、

可及的速やかに更新または撤去を行う。

また 「Ｄランク」については、職員が現場で再度確認を行い、必要があれ、

ば確認内容を点検業者へフィードバックしてランク付けの評価に齟齬がでない

よう情報交換する等、適切な維持管理を推進する （ランクは、次頁の「点検。

結果報告基準表」に基づく ）。

点検委託においては、これまでも予防保全の観点から目視、打音、触診のほ

か、交通信号制御機の電圧検査、コンクリート柱の非破壊検査等、点検内容を

充実させているとともに、点検結果のランクの細分化を行う等、点検委託契約

の更新ごとに仕様書をより良いものへ変更し、点検の実効性の向上に努めてい

る。

なお、点検委託による点検結果は、データ集約、管理を行い、以後の維持管

理に活用する。

　更新の必要性の判断

　優先順位の設定　　 

点検結果（事業者・職員（目視点検等））

A～D

緊急更新・撤去

E

更新、修繕計画 経過観察

ﾃﾞｰﾀ集約

撤去

使用年数超過施設



Ａ 正常 Ｂ 軽度異常 Ｃ 異常 Ｄ、(Ｅ) 重度異常

外観等
（コンクリー
ト柱）

外観（鋼管柱）

基礎部分

外観（ポール）

基礎部分

外観（腐食）

外観（灯箱）

外観（レンズ）

点検結果報告基準表

項     目
ランク区分

・交通信号柱
・感知器柱
・専用柱

異常なし。 亀裂がある。 亀裂があり、鉄筋
が見えている。

亀裂があり、鉄筋
の腐食が著しい。
老朽化コンクリー
ト柱が機器による
点検の結果、鉄筋
の破断等が認めら
れた場合。

異常なし。 軽度の腐食があ
る。

腐食により、柱
（腐食部）が細く
なっている。

腐食により、穴が
開いている。

異常なし。 小さなひび割れが
ある。

大きなひび割れが
ある。

柱を揺らすと、グ
ラグラする。

・交通信号
　灯器
（ｽﾀﾝﾄﾞ式）

異常なし。 軽度の腐食があ
る。
揺すってもグラグ
ラしない。

腐食により、柱
（腐食部）が細く
なっている。

腐食により、穴が
開いている。
揺するとグラグラ
する。

異常なし。 小さなひび割れが
ある。

大きなひび割れが
ある。
柱を揺すると少し
グラグラする。

柱を揺らすと、グ
ラグラする。

・交通信号
　灯器

異常なし。 灯箱、アーム、金
具等に軽度の腐食
がある。

灯箱、アーム、金
具等の腐食が著し
い。

灯箱、アーム、金
具等の腐食が著し
く、取付部分が損
傷している。

異常なし。 灯箱にへこみがあ
る。

灯箱が変形し、レ
ンズ面と密着して
いない。

灯箱に穴が開いて
いる。又は、取付
部分が損傷してい
る。

異常なし。 レンズに小さな亀
裂がある。

レンズに亀裂（又
は曇り）があり、
視認性が悪い。

レンズに穴が開い
ている。

　※　Ｅランク･･･Ｄランクに区分される状態のうち、倒壊、落下事案が発生する危険性が認めら
　　　　　　　 　れ、緊急の措置対応が必要とされる状態をいう。



２ 総量最適化に向けた取組方針

老朽化した交通安全施設は安全で円滑な道路交通に支障をもたらす可能性があ

るため、将来かかると見込まれる維持管理費用も考慮し、総量を削減するために

次の取組を行っていく。

○ １機の交通信号制御機で２交差点以上の信号制御が可能なところは、交通信号制

御機の削減を進める。

○ 車両用信号灯器のＬＥＤ化による視認性の向上に伴い、交差点遠方からでも灯色

が確認できるようになるため、同一方向へ向けた灯器が複数あれば、ＬＥＤ化に合

わせて削減を進める。

○ 道路交通環境の変化等により、必要性の低減した交通信号機の削減に努めること

とし、撤去のほか、再利用ができるものは移設を図る。

○ 道路標識の更新については、都度の見直しを行い、安全性、視認性等も考慮し可

能なものは道路標示への変更や１本の柱へ標識板を集約する等の合理化を検討し、

柱等の削減を進める。

○ 将来負担の軽減及びＬＣＣ（ライフサイクルコスト）の最適化を図るため、可変

式及び灯火式道路標識については、反射式道路標識への変更を進める。

○ 道路標示及びその他の交通安全施設の更新については、道路交通環境の変化等に道

より、必要性の低減したものは撤去も含め検討する。路

標

示

ほか

交

通

信

号

機

道

路

標

識



また、維持管理、更新に伴う取組を通じ、点検委託の結果等を踏まえた計画及

、 、 、び施工 適切な保有数の管理及び仕様の改善 データを活用した工事箇所の選定

というＰＤＣＡサイクルを構築し推進していく中で、必要な交通安全施設を選別

して更新、撤去等を行っていき、総量最適化の実現に努める。

Plan（計画） Do（実行）

・点検、使用年数、老朽度、 ・施工（更新、新設、撤去）

　及び長寿命化を踏まえた ・老朽度点検

　工事計画、設計

・新仕様機器等の使用検討

・点検委託仕様の改善 ・ストック数の管理

・老朽度データを活用した ・老朽度、更新年の

　適切な工事箇所の選定 　データ集約化

Act（改善） Check（評価）



第４ その他の取組

１ 長期的視点に立った維持経費の運用方針

、 、 、１つの交差点において 各種工事を集約することにより 労務費の節約に努め

コストを圧縮した効率的な整備を図る。

また、交通信号灯器のＬＥＤ化により電気使用量が節減されることから、ＬＥ

Ｄ化を推進し、維持経費の縮減を図っていく。

２ 人材の育成と体制の確保

業務に必要となる専門的知識、技能がある職員の養成に努め、一定レベルの体

制を維持することを目標とし、ベテランの職員から若手へと、技能の伝承、専門

的知識の共有を図ることで、次世代への体制づくりを強化していく。

また、定期的に警察署の担当者を招集した会議を開く等、交通安全施設の点検

体制の強化等、実情に応じた取組を検討する。

３ 情報の収集、即時の体制

交通信号柱の倒壊事案等の特異事案が発生した際には、当該交通安全施設の製

造年、メーカー、使用機材等の分析により原因究明を徹底し、以降の事案発生の

抑止に努める。

なお、特異事案等の不測の事態に備え、24時間、365日即応できる体制を構築

している。

例）

交差点内でほかに

工事すべき施設はないか？

　・交通信号灯器のＬＥＤ化
　・交通信号制御機の更新
　・道路標識板の設置、撤去
　・車両感知器等の設置、撤去　等

交通信号柱
の老朽化



お わ り に

依然として厳しい治安情勢の下、府民が安心して暮らせる「安全なまち

大阪」を確立するため、組織を挙げて諸対策を推進しているところで

あるが、警察力の基盤強化を図る上で、警察施設を充実させることは極

めて重要である。

このため、大阪府警察では、本計画を基に、治安情勢及び社会情勢

の変化に柔軟に即応しつつ、警察機能が最大限に発揮でき、多くの方々

が共生できる施設環境の整備に取り組んでいく。

集団警察力の確保


